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☆年齢早見表☆ 

※0 歳児で入園可能な園については、次のページをご覧ください。 

 

 

0 歳児 令和 ６年 4 月 2 日 ～ 

1 歳児 令和 ５年 4 月 2 日 ～ 令和 ６年 4 月 1 日までの出生児 

2 歳児 令和 ４年 4 月 2 日 ～ 令和 ５年 4 月 1 日までの出生児 

3 歳児（年少） 令和 ３年 4 月 2 日 ～ 令和 ４年 4 月 1 日までの出生児 

4 歳児（年中） 令和 ２年 4 月 2 日 ～ 令和 ３年 4 月 1 日までの出生児 

5 歳児（年長） 平成３１年 4 月 2 日 ～ 令和 ２年 4 月 1 日までの出生児 
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１．瑞浪市幼児園・保育所・こども園・小規模保育事業所１ 一覧 

 

 園名 

（所在地） 
電話番号 定員 対象年齢 

保育標準時間２ 

下段（）は土曜日 
延長３ 

日曜

祝日４ 

公 

立 

陶 幼 児 園 
(陶町猿爪 1082-46) 

65-2053 90 
8 か月 

～5 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～1８：30） 

※土曜日保育は 1 園に

て実施５ 

— — 

稲 津 幼 児 園 
(稲津町小里 697-1) 

68-3400 110 
8 か月 

～5 歳児 
— — 

み ど り 幼 児 園 
(下沖町 2 丁目 10) 

68-2632 180 
8 か月 

～5 歳児 
〇 — 

桔 梗 幼 児 園 
(土岐町 1770-2) 

68-2323 90 
生後 57 日 

～5 歳児 
— — 

竜 吟 幼 児 園 
(釜戸町 2821-2) 

63-2056 80 
8 か月 

～5 歳児 
— — 

日 吉 幼 児 園 

(日吉町 4115-2) 
69-2123 80 

8 か月 

～5 歳児 
— — 

一 色 幼 児 園 

(寺河戸町 190-1) 
67-1817 130 

8 か月 

～5 歳児 
〇 — 

瑞 浪 幼 児 園 

(北小田町 1 丁目 54) 
68-2003 150 

3 歳児 

～5 歳児 
〇 — 

私 
立 

中京こども園 

(土岐町 2197-1) 
68-5285 134 

2 歳児 

～5 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～16：30）６ 
〇 — 

愛 保 育 園 

(山田町 1040-2) 
66-2511 50 

生後 57 日 

～5 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～18：30） 
〇 〇 

せ い わ 保 育 園 

(和合町 2-93) 
68-0089 30 

6 か月 

～2 歳児 

7：30～18：30 

（８：00～17：00） 
— — 

もりの愛保育園 
(樽上町 2-16) 

56-2522 19 
生後 57 日 

～2 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～18：30）７ 
〇 — 

中京けいめい保育園 

(土岐町 7192-3) 
68-2463 18 

8 か月 

～2 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～16：30） 
〇 — 

まんまる保育園 

(土岐町 6743-1) 
44-8350 19 

6 か月 

～2 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～18：30） 
— — 

マカナ保育園 
(松ヶ瀬町 3 丁目 33) 

※R7.4.1 開園予定 
－ 19 

6 か月 

～2 歳児 

7：30～18：30 

（7：30～18：30） 
— — 

☆各園の情報はHPにも記載されています。（幼児園または各保育園名で検索してください） 

 
１ 小規模保育事業所とは、0～2 歳児を対象とした、定員 6 人以上 19 人以下の少人数で保育を行う保育施設のことです。瑞浪

市では、「もりの愛保育園」、「中京けいめい保育園」、「まんまる保育園」、「マカナ保育園」が該当します。 

２ 保育の必要量（認定を受けた区分）により利用時間は異なります。詳細は 4 頁をご覧ください。 

３ 短時間から標準時間への延長保育以外を実施している園となり、時間は各園で異なります。11 頁で詳細をご確認ください。 

４ 休日保育では、千寿の里愛保育園の在園児で保護者が休日も保育が必要な就労形態である方に限り、土日・祝日・年末年

始（12/29～1/3）の保育が可能です。また、保護者の方が平日休みの場合に、園児の心身の健康を考え、お子さんも平日に

お休みいただきたいと思います。利用については、園でご相談ください。 

５ 公立の土曜日保育は、指定園（桔梗幼児園）でのみの実施となります。対象は、全公立園（8 園）の希望する在園児です。 

６ 中京こども園の土曜日保育は「中京けいめい保育園」で統合して行います。詳細は園にご確認ください。 

７ もりの愛保育園の土曜日保育は「愛保育園」で統合して行います。詳細は園にご確認ください。 
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２．保育園・幼児園・こども園とは？ 

 保育園とは、児童福祉法に定める児童福祉施設で、保育の必要性がある児童（３頁参照）

をお預かりして保育を行う施設です。保護者の毎日の勤務や病気などのため、家庭で保育

できない 0 歳から就学前の児童を保護者に代わって保育し、健やかな心身の発達を図るこ

とを目的としています。 

幼児園・こども園とは、学校教育法に基づく学校である幼稚園（教育部）と児童福祉法

に定める児童福祉施設である保育園（保育部）の機能を備え、就学前の教育及び保育を総

合的に提供する施設です。 

幼稚園児（教育部）と保育園児（保育部）が同じ園の中で一緒に生活しながら、生きる

力の基礎を培う就学前の教育と、子どもの最善の利益を考慮した温かい保育の両方の良さ

を効果的に取り入れたシステムです。 

教育部と保育部の違い（公立園の場合） 

項目 教育部 保育部 

法律 
文部科学省 

学校教育法に基づく学校 

厚生労働省 

児童福祉法に基づく児童福祉施設 

入 園 資 格 3 歳児～5 歳児 8 ヶ月～5 歳児（一部 57 日から受入れ） 

保 育 時 間 8 時 30 分～14 時 30 分 
各園により異なります。 
1 頁の各園保育時間 参照 

登園の時間 8 時 30 分～9 時 7 時 30 分～9 時 

降園の時間 14 時 15 分～14 時 30 分 
（お仕事が終わり次第）15 時 30 分～ 
(保育認定他により降園時間が変わります) 

長 期 休 業 

学期始休み  4／ 1 ～ 4／ 7 
夏 休 み  7／21 ～ 8／27 
冬 休 み 12／27 ～ 1／ 7 
春 休 み  3／27 ～ 3／31 

休園    12／29 ～ 1／ 3 
希望保育期間：4／ 1 ～ 4／ 7 
 8／ 1 ～ 8／15 
 1／ 4 ～ 1／ 7 

3／27 ～ 3／31 

休 業 日 土曜日・日曜日・祝日 日曜日・祝日 

お や つ 無 有 

諸 費 

授業料：無償 

給食費（副食費）：無償  

保護者会費：約 600 円 

3 歳児～5 歳児：保育料及び給食費 無償 

0 歳児～2 歳児‥5 頁参照 

延長保育料 希望する場合（11 頁参照） 

保護者会費：約 600 円 

※各私立保育園等については、公立園と異なる部分があります（長期休業や土日保育など）。

詳細は１頁や各園にご確認ください。 
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３．教育・保育給付認定 

 幼児園（教育部・保育部）・保育園・こども園・小規模保育事業所を利用するには、子ど

も・子育て支援法に基づく「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定は年齢

と保育の必要性の有無などによって３つの区分に分かれ、認定区分ごとに利用できる施設

が異なります。認定区分は以下のとおりです。 

認定区分 対象年齢 保育の必要性 利用できる施設 

１号（教育認定） 満３歳以上 無 
幼児園（教育部） 

こども園（教育部） 

２号（保育認定） 満３歳以上 有 
幼児園（保育部） 

こども園（保育部） 

保育園 

３号（保育認定） 満３歳未満 有 
幼児園（保育部） 

こども園（保育部） 

保育園 

 

3-1．保育の必要性とは 

 保育園（または保育部）は０歳から６歳になるまでの保育を必要とする児童をお預かり

して保育を行う施設のため、入園するための基準があります。保育園（保育部）に入園で

きるのは、保護者が下記の基準に該当する場合のみです。 

① 就労 
1 か月 64 時間以上の就労をしていること 

※就労形態は問いません。 

② 妊娠・出産 産前６週、産後８週のかかる月の初めから終わりまでの間 

③ 疾病・障がい 病気・負傷・心身の障がいがあり、日中の保育が不可能な場合 

④ 親族の介護・看護 
同居の親族が長期にわたる病気等により常に介護・看護が必要

な状態などであること 

⑤ 災害復旧 震災、風震災、火災その他の災害復旧をしていること 

⑥ 求職活動 
求職活動を継続的に行っていること※認定期限内に就労開始が必要 

（認定期間）３歳未満児：１か月、３歳以上児：３か月 

⑦ 就学 
1 日４時間以上、学校教育法の学校または職業能力開発促進法

の施設で就学していること 

⑧ 虐待・DV 児童虐待や DV の恐れがあること 

⑨ 育児休業中 
育児休業取得時に、既に保育を必要としている子どもがいて、

継続利用が必要と認められる。（就学前３歳以上児に限る） 

※入園の基準に該当しなくなった場合は、速やかに園にご連絡ください。 

※入園後も必要に応じて、基準に該当しているかどうかを年度の途中に確認させていただ

きます。また、就労状況を確認するため勤務先に連絡をさせていただくことがあります。
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3-2．保育の必要量 

 保育部・保育園を利用する際、「保育の必要量」も必要性と合わせて認定されます。標準

時間と短時間の２つの区分があります。 

保育標準時間 
７：３０～１８：３０まで（１日最長１１時間） 

月の労働時間が１２０時間程度以上の方（目安） 

保育短時間 
８：３０～１６：３０まで（１日最長８時間） 

月の労働時間が６４時間以上の方 ※求職活動の方は、保育短時間認定のみです。 

☆保育の必要量は標準時間、短時間、ともに、認定された場合の最大限利用できる時間です。保

育所等では、保育の必要性の事由により保育が必要な時間のみ保育を受けることができます。保

育標準時間の認定を受けていても、理由なく１１時間の利用ができるわけではありません。 

児童の成長・発達のためにはご家庭で過ごす時間も非常に重要です。仕事が終わったなど、お

迎えが可能となった時間にお迎えに来てください。また、保護者の方が平日お休みの日の場合は、

一緒にお休みされるか、お休みしなくとも、ぜひお子さんと過ごす貴重な時間のため、お早めに

お迎えをお願いします。 

※保育標準時間の規定は国の規定により定めています。短時間保育ではお迎えが間に合わない場

合などはご相談ください。 

４．給食費（主食費及び副食費）・保育料について 

 

４-１．給食費（主食費及び副食費）について（３歳児（年少）～５歳児（年長））  

令和６年度より瑞浪市に住民票のある児童は、給食費（主食費及び副食費）を無償化し

ています。 

 

４-２．保育料について（３歳児（年少）～５歳児（年長）） 
 

 令和元年１０月から、幼児教育・保育無償化により、保育所等を利用する３歳児（年少）

から５歳児（年長）クラスの児童の保育料は無償化されました。 

 

４-３．保育料について（０歳児～３歳未満児） 

① 令和元年 10 月からの幼児教育・保育無償化により、住民税非課税世帯の０歳児～２

歳児クラス保育料は無償化されました。 

② 父母及び園児の扶養者にかかる所得割額の合計で利用料を決定します。 

※住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）、寄附金税額控除、配当控除、ふる

さと寄付金等の税額控除適用前の額とします。 

③ 父母が非課税の場合は、入所児童と同一の世帯に属する扶養義務者（祖父母等）の市

民税所得割額に基づき決定します。 

④ 市民税の申告等を行っていない場合は、必ず市民税の申告を行ってください。税額等

が確認できない場合は、最高額の階層に決定させていただくことがあります。 

⑤ ４～８月利用料は前年度の、９～３月利用料は当該年度の所得割額から算定するため、

毎年 9 月に保育料が変更されます（再算定の結果、変更がない場合もあります。）。 

⑥ 公立園及び私立園も同様の金額です。 
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【保育料徴収基準額表】 

※3 歳未満児クラスの給食費は保育料に含まれています。 

※月途中に入退園される場合の保育料は日割で計算されます。 

 

【算定について：保育部・保育園】 

ア ひとり親世帯等で所得割額 48,600 円未満の場合、保護者が監護する子どものうち、

１人目は 1,000 円引いたうえで半額、2 人目以降は無料 

イ ひとり親世帯等で所得割額 77,10１円未満の場合、保護者が監護する子どものうち、

１人目の負担額は 9,000 円、２人目以降は無料 

ウ 所得割額 57,700 円未満の場合、保護者が監護する子どものうち、２人目は半額、

３人目以降は無料 

エ 所得割額 97,000 円未満の場合、保護者が現に扶養している 18 歳未満の児童のう

ち、３人目以降は無料 

オ ア～エに該当しない場合、同一世帯の保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学

校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、家庭的保育事業、児童発達支援センター、医療

型児童発達支援センター等を利用している子どものうち、２人目は半額、３人目以降

は無料 

 

保育料の区分 保育料（月額） 

階層 定義 保育短時間 保育標準時間 

１ 

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律による支援給付受給

世帯、里親 

０円 ０円 

２ 市民税が非課税の世帯 0 円 ０円 

３ 

市民税所得

割課税額の

区分が次に

該当する世

帯 

４８，６００円未満 １２，０００円 １２，２００円 

４ 
４８，６００円以上 

６４，７００円未満 
１８，４００円 １８，７００円 

５ 
６４，７００円以上 

８０，８００円未満 
２６，４００円 ２６，８００円 

６ 
８０，８００円以上 

９７，０００円未満 
２９，０００円 ２９，４００円 

７ 
９７，０００円以上 

１３３，０００円未満 
３７，０００円 ３７，６００円 

８ 
１３３，０００円以上 

１６９，０００円未満 
４３，５００円 ４４，２００円 

９ 
１６９，０００円以上 

３０１，０００円未満 
５１，０００円 ５１，８００円 

１０ 
３０１，０００円以上 

３９７，０００円未満 
５４，０００円 ５４，９００円 

１１ ３９７，０００円以上 ５７，０００円 ５７，９００円 
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４-３．口座振替について（保育料）※対象：３歳未満児 

 保育料は口座振替によって納付していただきます。 

 納付先は入園する園によって異なります。（市または園） 

 

対象園 振替日 納付先 引き落とし可能金融機関 

公立(８園) 

愛保育園 

せいわ保育園 

毎月 月末 
※12 月のみ月末営業日 瑞浪市 

十六銀行・大垣共立銀行・東濃

信用金庫・陶都信用農業協同組

合（JA）・ゆうちょ銀行 

上記以外の各園 各園の設定日 各園 
園によって異なります。 

詳細は各園にご確認ください。 

【市の口座振替について】 

振替日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に振替されます。また、振替日

に残高不足などで口座振替ができなかった場合は、口座振替日の 15 日後に再振替を行い

ます。 

 

【保育料の納付がないとき】 

再振替でも振替できなかった場合は、園からお渡しする督促状によりご自身で納付し

ていただきます。 

また、事情により利用料の支払いが困難となった場合は、児童手当から利用料を差し

引くこと（児童手当申出徴収）が可能です。園またはこども家庭課へご相談ください。 

督促等の連絡にご返事いただけない場合は、児童手当から特別徴収する場合もありま

すので、ご承知おきください。 

 

 

４-４．給食について 

 保育園・幼児園の給食は、栄養士が乳幼児期の発育に適した献立を管理し、自園調理等

による給食を提供しています。手作りの給食を基本に季節感のある献立、行事食などの取

り組みを通して食育を行っています。 

 

☆お子さんに食物アレルギーや健康・発達上等の理由による配慮が必要な場合は、必ず

入園前（申込時もしくは健康診断時）にお申し出ください。園に提出していただく書

類がありますので、詳細を知りたい方は各園にお問い合わせください。 
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５．令和７年度入園の流れ 

 入園申込ができるのは、令和７年４月１日入園の方と、令和７年度中に育児休業から復

帰される方のみです。その他の 4 月以降の年度途中の入園希望の方は、希望日の１か月半

前に、こども家庭課にお問い合わせください。 

※申し込み時点で瑞浪市に住民票がない方でも、4 月 1 日（または入園日）時点で保護者と児童の住民票

を異動していただくことを前提に申し込みが可能です。 

5-1．スケジュール 

 

入園申込書類配布 ： 9 月９日（月）～１０月３１日（木） 
     配布場所：瑞浪市役所こども家庭課、各幼児園等、各子育て支援センター 

          各コミュニティセンター、各児童館 

          ※瑞浪市 HP からもダウンロード可能です。 

 

     園見学 ： １0 月１１日（水）～１０月３０日（月）  

     ※ページ下部に各園の日程があります。 

 

     入園申込 

受付日（土日除く） 時間 場所 

１１/１日（金）～８日（金） ９：00～１７：00 市役所こども家庭課 
※受付日を過ぎて申し込みをした場合、期限内に提出された方の入園が決定後、案内します。 

 

入園調整 １２月１９日（木）（場所：瑞浪市総合文化センター） 
第 1 希望の園が抽選になった場合や、第 1 希望の園の希望に添えなかった場合、

１２月上旬に通知を送付いたしますので、抽選日に必ず出席ください。 
※時間は抽選ごとに異なるため、個別通知でお知らせします。 

 
 

『施設利用内定通知書（入園決定通知書）』等の発送 2 月上旬 
 

 

健康診断・面談（各園で実施） 2 月中旬～３月上旬 
※各園の日程は、入園申込時等にご案内します。 

 
 

『利用契約決定通知書』（利用者負担額決定通知）交付  ４月 

 

 

【園見学等日程】各園 10 時～11 時 ※自由参加です。(内容は園によって異なります) 

陶 幼 児 園 １０/１７（木） 稲 津 幼 児 園 10/1８（金） 

み ど り 幼 児 園 1０/３０（水）、３１（木） 桔 梗 幼 児 園 10/２８（月） 

竜 吟 幼 児 園 10/１８（金） 日 吉 幼 児 園 1０/３１（木） 

一 色 幼 児 園 1０/３０（水）、３１（木） 瑞 浪 幼 児 園 1０/３０（水）、３１（木） 

せ い わ 保 育 園 10/２２（火） 愛 保 育 園 10/２３（水） 

もりの愛保育園 10/１６（火） まんまる保育園 随時 ※要電話予約 

中京こども園 

入園説明会 9/14（土）、10 /5（土） 

時間 9:30～11:00 公 開 保 育 9/25（水）、10/16（水） 

園内見学会 10/19（土） 

中京けいめい 

保育園 

入園説明会 10/ 5（土）  
時間 9:30～11:00 

公 開 保 育 10/23（水） 

入園式 
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5-２．申込み必要書類 

 入園申込にあたっては、下記の書類をご提出ください。 

 入園児童によって提出する書類が異なりますので、ご確認ください。 

提出時に提示 □ 本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、保険証など） 

全員が提出するもの 
□ 入園申込書 

□ チェックシート 

保育部・保育園 

入園希望者 
□ 保育の認定に必要となる書類 ※下記を確認してください。 

該当者のみ 

在宅障がい児（者）

のいる世帯の方 
□ 身体障害者・療育手帳などの写し 

母子・父子家庭 □ 福祉医療費受給者証の写し 

生活保護世帯 □ 生活保護受給証明書 

父母の住民登録地が

瑞浪市でない場合 

入園申込書に、必ず住所地とマイナンバ

ーをご記載ください。 

父母が瑞浪市幼児園

等で勤務する場合 

□ 保育士証、幼稚園教諭免許状、子育て

支援員等の写し 

  ※各世帯の状況によって、上記以外にも提出をお願いする場合があります。 

 

【保育の認定に当たり必要となる書類】 

保育を必要 

とする理由 
必要書類 備考 

就労 □ 就労証明書 
事業主による証明 

（本社でなくても可） 

妊娠・出産 □ 母子健康手帳の写し 
表紙、出産予定日及び出産日が分か

る部分のコピー 

疾病・障がい 

介護・看護 
□ 医師の診断書等 

提出書類については事前に必ずご相談くださ

い。また、疾病・障がいの診断書には、「家庭

での保育が困難である」旨の記載が必要です。 

災害復旧 □ 罹災証明書  

求職活動 
□ 申立書 

□ ハローワークカードの写し 

就労先決定後速やかに就労証明書を

提出してください。 

就学 □ 在学証明書、時間割等  

申込み時点で育

児休業中の場合 
□ 就労証明書 

復帰後速やかに職場復帰証明書を提

出してください。 

 ※兄弟で同時入園を希望される方について、上記書類は父母それぞれで理由に合わせて
１枚のご提出で問題ありません。（下のお子さんの申込書に添付してください） 

 ※自営業(就労)で認定申請された方のうち、営業初年度等で、税情報で営業収入が確認で
きない場合、HP の写し、チラシ等の書類を求めることがあります。ご了承ください。 

 
★例年、就労証明書の記入不備が多く、受付不可や再来庁をお願いするケースが非常に多
いです。就労証明書を就労先から受け取った際には、ご自身でも記入例などを確認してい
ただき、記入漏れがないかをご確認ください。 
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入園に関してよくあるご質問 

1．現在、市外に住んでいます。来年度、瑞浪に住む予定です。申し込みはできますか。 

 可能です。ただし、4 月 1 日（年度途中入園の方は入園日）時点で、保護者と児童

の住民票が瑞浪市に異動されていることが条件です。 

 

２．年度の途中で育児休業から復帰する場合は申し込みできますか。 

 可能です。育児休業中であることと復帰後の就業について、就労証明書を職場にて

記載していただき、申込みをお願いします。※復帰後、すみやかに復帰証明書の提出

をお願いします。 

 また、育児休業復帰以外の年度の途中入園は、今回の申込みでは対象外としていま

す。ご希望の方は、入園希望日の 1 か月半前から市役所こども家庭課にて受付を行い、

空きがある園をご案内します。 

 

３．市内どの園でも申し込むことができますか。地区割はありますか。 

瑞浪市在住の方であれば市内どの園にでも申し込んでいただくことが可能です。 

各園の保育時間などを参考に、実情に合わせて申込みを行ってください。 

ただし、下記の園は人口集中地域であるため、目安として園ごとに地区を定めさせ

ていただいております。もちろん、地区外の園を希望することも可能です。 

※地区在住の方が優先的に入園できるわけではありません。 

※瑞浪幼児園は未満児クラスがありません。未満児クラスの場合は他園に申し込んでください。 

 

４．抽選になる園はどの園ですか。 

例年、申し込み状況が変化するため、一律にどの園が抽選になるかは分かりません。

瑞浪市は未満児に関しては、家庭の状況や就労時間などから点数づけを行い、点数の

高い方から案内します。同率の方で定員を超えた場合のみ、抽選となります。 

また、3 歳児は申込者数が定員を超えた場合に抽選となります。 

◆参考：令和 6 年度入園申し込み時に抽選となった園・学年 

みどり幼児園 0 歳児・１歳児・２歳児・３歳児（年少） 

一色幼児園 ０歳児・１歳児・３歳児（年少） 

桔梗幼児園 ２歳児・３歳児（年少）／稲津幼児園 ２歳児 

 

☆☆希望される園について☆☆ 

瑞浪地区、土岐地区にある園（みどり幼児園、一色幼児園、瑞浪幼児園、桔梗幼児

園）には、毎年多くの入園申込みがあります。したがって、第１希望から第 3 希望ま

でをそれらの園にされた場合、３園全てについて、抽選となる可能性が高くなります。

第１希望がかなわなかった場合、ご記入いただいた３園以外をご案内することとなり

ますので、ご承知おきください。 

幼児園 地区 

みどり幼児園 明世町、松ヶ瀬町、薬師町、和合町、下沖町、須野志町 

一色幼児園 山田町、明賀台、穂並、樽上町、一色町、上平町、寺河戸町 

瑞浪幼児園 小田町、西小田町、北小田町、南小田町、上野町、高月町、宮前町 

桔梗幼児園 土岐町、上平町 1 丁目、学園台、稲津町萩原の一部、益見町 
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５．点数はどのようになっていますか。 

瑞浪市ホームページに点数表を掲載しております。下記 URL にアクセスしていただ

き、そちらでご確認ください。 

URL:   https://www.city.mizunami.lg.jp/kosodate/kosodateshien/1008012/1008721.html  

 

６．抽選の手紙が来なかった場合は、第 1 希望の園に内定していると考えていいですか。 

ご提出いただいた申込書の調査等を順次進めているため、確実に内定したとはお答

えできません。しかし、手紙が届かなかった方については、落選対象でも抽選対象で

ないという事であり、12 月時点で第 1 希望の園に内定していると考えて差し支えあり

ません。（※虚偽の申請が確認された場合を除く） 

最終的なご案内は、2 月上旬発送予定の内定通知にて改めてご確認ください。 

 

７．慣らし保育はありますか。 

 入園当初、お子さんが集団生活に慣れるまでの間は、慣らし保育を行います。期間

は通常１週間程度午前保育となりますが、年齢により異なります。園と保護者で相談

しながら保育を進めていきますので、詳細は内定通知後の園との面談時にご相談くだ

さい。 

 

８．４月１日になったらすぐに通園がはじまりますか。 

保育部の方は 4 月 1 日から入園式（例年４月 8 日）までの間は希望保育期間となり

ます。基本的には家庭での保育をお願いしておりますが、保育が必要な場合は各園か

らの案内をご確認いただき、ご相談ください。教育部の方は４月 8 日から通園可能に

なります。 

 

９．求職活動でも保育園は入れますか。 

 年度内で一度のみ可能です。ただし、未満児は１か月、３歳児（年少）からは３か

月しか認定期間がないため、期限内に就職し、就労証明を提出していただく必要があ

ります。提出がない場合は、退園もしくは教育部への変更となります。 

 

１0．入園後、認定された時間を最大限利用することは可能ですか。 

認定された事由が就労の場合は、就労をしている時間が保育の必要性がある時間と

なります。標準時間認定（最大１１時間）を受けても、買い物などの時間は利用する

ことはできません。認定された事由に合わせて登園やお迎えをお願いします。 

また、就労に関しては、就労証明書とお迎えの時間に明らかな相違があった場合な

どに、職場に調査を行う場合がありますので、ご了承ください。 

※恒常的な残業がある場合は園にお申し出いただき、月の平均残業時間などを記載し

た、就労証明書の再提出をお願いします。 

 

その他の注意事項  

＊必要書類の未提出、虚偽、又は保育料等の未納がある場合には、入園を許可できない

場合があります。 

＊入園申込期間後に、申込みを行った方については、期限内に申込みを行った方の入園

が確定後、空いている園をご案内します。 
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６．その他 

 

６-1．延長保育について（公立８園） 

保育の必要量（保育標準時間・保育短時間）を超えて、保育を希望される場合は延長

保育扱いとなります。利用を希望される場合は園へ申請してください。 

実施園 全園（公立） みどり・一色・瑞浪 

対象者 保育短時間認定の方 保育標準時間認定の方 

実施時間 
7：30～8：30 

16：30～ 18：30 
18：30 ～ 19：30 

利用料 

（月額） 

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 

１・２ ０円 ０円 ０円 ０円 

3 標準時間と短

時間の保育料

の差額 

（Ｐ５参照） 

 100 円 600 円 500 円 

4 200 円 1,500 円 1,200 円 

5 300 円 3,800 円 2,800 円 

6～１１ 400 円 6,700 円 3,300 円 

 ※土曜日は桔梗幼児園のみが対象です。 

 

６-２．延長保育について（私立） 

 申請方法や、利用料など、詳細は各園にお問い合わせください。 

園 延長時間 

中京こども園  18：30 ～ 19：30 

愛保育園   ６：30 ～  7：30 ／ 18：30 ～ 21：00 

もりの愛保育園   ６：30 ～  7：30 

中京けいめい保育園  18：30 ～ 19：30 

※市内各園では、短時間認定の方が標準時間認定の時間帯を利用する延長保育(平日の 7：30～8:30、

16：30～18：30)は実施しています。また、中京こども園は教育部にも延長保育があります。 

 

６-３．土曜日保育について（公立８園） 

 土曜日保育については、保護者全員が就労等により家庭で保育できない場合に利用でき

ます。事前に利用申請が必要です。その際に就労の状況を確認するために、土曜日出勤の

証明書（任意様式）またはシフト表の写しなどを提出いただきます。また、土曜日保育は、

指定園「桔梗幼児園」にて実施します。利用できる児童は、全公立園の希望する在園児で

す。 

 また、土曜日保育については、給食の提供がありませんので、1 日保育を希望される方は

お弁当を持参してください。（おやつは提供されます。） 

 

６-４．医療的ケア児等について 

 日常生活の中で医療的ケアが必要な児童や病気等により配慮が必要な児童も、集団生活

が可能であれば保育所等に入所することができます。児童の状況に応じた対応を行うため、

入園を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。  
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６-５．一時預かりについて 

 千寿の里愛保育園、せいわ保育園、まんまる保育園、マカナ保育園（R7.４開始予定）で

は、保護者の傷病等の理由により家庭での保育が困難となる場合に、一時的に児童をお預

かりして保育を行っています。対象児は瑞浪市内に在住している就学前までの児童（健康

で集団保育が可能な乳幼児に限る）です。利用される際は事前に各園にて登録が必要です。

詳しくは各園へご相談、お申し込みください。 

 一時的に保育でお困りの際は一時預かりのほかに、ファミリー・サポート・センター事

業を利用することが出来ます。詳細は、子育て支援センター「おんぶにだっこ」にお問い

合わせください。 

 

 

６-６．私的契約について 

保育の必要性がなくても、受入れ人数に達しない場合に限り、保育園（保育部）に入園

することができます（公立幼児園 3 歳以上児に限る）。詳細は市役所こども家庭課にお問い

合わせください。 

 

６-７．瑞浪市病児・病後児保育について 

お子さんが風邪をひいた時に仕事を休めない場合などに、東濃厚生病院みずなみ病児・

病後児保育所を利用することができます。詳細は市役所こども家庭課、東濃厚生病院にお

問い合わせください。 

 

★こんな時は必ず園へお知らせください 

以下の事由が発生した、又は発生する可能性がある場合は、利用料等に変動がある場合

もありますので、必ずご報告ください。入園決定後に発行の支給認定証及びその他必要書

類を提出（返却）していただきます。 

月の途中での変更はできません。変更したい月の前の月の２０日までに各園に申出をし

てください。 

 

① 保護者・氏名・住所・電話番号に変更があった場合（引越し等） 

② 保育の利用を必要とする理由に変更があった場合 

（仕事を辞めた時、仕事が変更になった時、産休に入る時等） 

③ 保育利用時間を変更したい時 

④ 保育料が変更となる可能性がある時（修正申告、婚姻、離婚等） 

⑤ 保育部から教育部、教育部から保育部へ変更したい時 

⑥ 転園したい時 

⑦ 市外へ転出する時 

 

個人情報の取扱いについて 

入園申込みの際、提出していただいた入園申込書の記載内容等の個人情報は保育に必要

な情報として幼児園・保育園・こども園（公私共に）等に提供させていただきますのでご

了承ください。（保育以外の目的に使用することはありません） 
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施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書（入園申込書） 兼 児童台帳 
 ７ 年 １１ 月 〇 日 

（保護者氏名）   瑞 浪 一 郎   印 
岐阜県瑞浪市長  殿 

次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定を申請します。 

※保育園・幼児園（保育部）を選んだ場合は①～④に、幼児園（教育部）を選んだ場合は①、②及び④に必要事項を記入してください。 
 
①世帯の状況 

区

分 
氏名 

子ども 
との 
続柄 

生年月日 性別 
職業または 
学校名 

（学年）等 

同居 
別居 
の別 

障害者 

手帳の有無 

子

ど

も

の

世

帯

員 

（ふりがな）みずなみ いちろう 
瑞 浪 一 郎

 
父 平成 2 年 4 月 27 日 ○男・女 会社員 

☑同居 

□別居 
有・○無  

個人番号 111122223333 

（ふりがな）みずなみ けいこ 

瑞 浪 圭 子 母 平 成 2 年 9 月 3 日 男・○女  公務員 
☑同居 

□別居 
有・○無  

個人番号 444455556666 
（ふりがな）みずなみ たろう 

瑞 浪 太 郎 兄 平成 28 年 5 月 5 日 ○男・女 
瑞浪小学校 

３年生 

☑同居 

□別居 
有・○無  

個人番号 777788889999 

（ふりがな）みずなみ えみ 
瑞 浪 恵 美 姉 令 和 ２ 年 ３ 月 3 日 男・○女  

瑞浪幼児園 

年長 

☑同居 

□別居 
有・○無  

個人番号 000011112222 

（ふりがな）ぎふ のぶこ 

岐 阜 信 子 祖母 昭和 26 年 11 月 1 日 男・○女   
☑同居 

□別居 
有・○無  

個人番号 333344445555 

（ふりがな） 

  年  月  日 男・女  
□同居 

□別居 
有・無 

個人番号  

生活保護の適用の有無 ☑適用無し ・ □適用有り（    年  月  日保護開始） 

家庭の状況 □ひとり親家庭 ・ ☑左記以外 

②利用を希望する期間、希望する園名 

利用希望期間  令和７年 ４月 １日から    令和１０年 ３月 ３１日まで 

利用を希望 

する園名 

・ 

希望理由 

第１希望              （理由） ☑自宅付近 □職場付近 □通勤経路 □兄弟入所  

  瑞浪幼児園                   □延長休日 □その他（           ） 

第２希望              （理由） □自宅付近 ☑職場付近 □通勤経路 □兄弟入所  

  中京こども園                □延長休日 □その他（           ） 

第３希望              （理由） ☑自宅付近 □職場付近 □通勤経路 □兄弟入所  

  愛保育園                       □延長休日 □その他（           ） 

子ども 

氏名 認定者番号 生年月日 性別 障害者 
手帳の有無 

（ふりがな）みずなみ はなこ 

瑞 浪 花 子
 

 令和３年 11 月１日 男・女 有・無 
個人番号 123456789012 

保護者 

住所・電話番号 

（住所）岐阜県瑞浪市 上平町１丁目１番地 瑞浪アパート１０１号 

連絡先① 090 － 123 － 45６（続柄： 母 ） 連絡先② 090 －789 － 012（続柄： 父 ） 

１月１日時点の住所（4 月～8 月入園の方は前年、9 月～3 月入園の方は本年） 
□瑞浪市内 ☑瑞浪市外（ 岐阜 県 岐阜 ○市・郡 薮田南 ○町・村 ２－１番地１） 

保護者の配偶者等 

住所・電話番号 

※上欄と異なる場合に記入 

（住所）岐阜県瑞浪市                 

１月１日時点の住所（4 月～8 月入園の方は前年、9 月～3 月入園の方は本年） 
□瑞浪市内 □瑞浪市外（    県    市・郡    町・村   番地   ） 

希望する施設 ☑保育部（こども園・幼児園）・保育園  ／  □教育部（こども園・幼児園） 

※既に支給認定を受けている
場合に記入してください。 

申 込 書 記 入 例 
原則、父か母（瑞浪市在住（予

定者含））です。こちらに記載し

た方が代表保護者になります。 
※兄弟がいる場合は保護者を同一にして

ください。 

同 居 で な く て も 父 母 は 必 ず 記 載 
世帯分離していても同じ住所の者を記載 

 

令和７年 4 月 1 日時点の状況 

小学校就学前の年度末 

配偶者が市外にお住まいの

場合、必ずご記入ください 

市外に居住する父母のマイナンバーは必ず記載してください 

瑞浪市在住の方の記載は不要です。 
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③保育の利用を必要とする理由等  
※保護者の労働又は疾病等の理由により保育園・幼児園（保育部）において保育の利用を希望する場合に記入してください。 

 続柄 必要とする理由 備考 

保育の利用を

必要とする 

理由 

父 

☑就労   □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学    □その他（            ） 
※具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など） 
  瑞浪株式会社                        

 

母 

☑就労    □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 
□求職活動 □就学    □その他（            ） 
※具体的な状況（勤務先、就労時間・日数等や疾病の状況など） 
  岐阜製陶瑞浪工場                     

 

希望する 

利用時間 

利用曜日 利用希望時間 

☑月曜日 から 金曜日 まで 

□土曜日 

□日曜日・祝日（※愛保育園に限る） 

□７時３０分 
☑８時３０分 

から 
□１６時３０分 
☑１８時３０分 

まで 

※利用時間は就労証明書の勤務時間＋通勤時間にて、こども家庭課が認定を行います。 

延長保育希望 

午前 午後 

□６時３０分から 
□１９時３０分まで 

□２１時００分まで 
※申し込みの段階で延長保育を希望されない場合は、記入不要です。入園後、状況に合わせて申請することができます。 
※延長保育時間は各施設によって異なります、希望される方は別紙「入園案内」の延長保育時間をご確認ください。 
 

④税情報等の提供に当たっての署名欄 

 市が施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定に必要な市町村民税の情報（同一世帯者を含む。）及び世帯

情報を閲覧すること、また、その情報に基づき決定した利用者負担額について、特定教育・保育施設等に対して

提示することに同意します。 
保護者氏名    瑞 浪 一 郎    

保護者氏名    瑞 浪 圭 子    
○「記入上の注意」をよく読んでから記入してください。＊印の欄は市町村記載欄ですので、記入する必要はありません。  
○字は楷書ではっきりと書いてください。 
                                                  

＊市町村記載欄 
 

受付日 入力 確認 特記事項 

    

 

本人確認書類 □個人番号カード  □免許証  □そのほか（               ） 

クラス年齢確認 

□０歳児  □１歳児  □２歳児 

□３歳児（保育部）  □３歳児（教育部） 

□４歳児（保育部）  □４歳児（教育部） 

□５歳児（保育部）  □５歳児（教育部）  
 

幼稚園（教育部）希望者は記載不要 

利用希望がない方は記入不要です 
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様

証明日 年 月 日

【民生･児童委員証明】

証明日 西暦 年 月 日 ― ―

民生・児童委員

電話番号 ― ― ― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

No.

3 年 4 月 1 日 ～ 年 月 日

分

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 60 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

分 （うち休憩時間 分）

□ □

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

日祝

裏面あり

就労先事業所名

就労先住所等
（所在地）

5 雇用の形態
　☑正社員　　□パート・アルバイト　　□派遣社員　　□契約社員　　　　　□会計年度任用職員
　□非常勤・臨時職員 　　□役員　　　□自営業　　　 □自営業専従者　　□家族従業員
　□内職　　　 □業務委託　　　　　　　 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

就労時間
(固定就労の場合)

☑　☑　☑　☑　☑　□　□　□
月　火　水　木　金　土　日　祝

合計
時間

月間 190 時間 30 (うち休憩時間 1320 分)

平日 8 30 17 15

土曜

月 3 日
本人氏名 瑞浪　圭子

1 業種

　□農業・林業　□漁業　□鉱業・採石業・砂利採取業　□建設業　□製造業
　□電気・ガス・熱供給・水道業　□情報通信業　□運輸業・郵便業
　□卸売業・小売業　□金融業・保険業　□不動産業・物品賃貸業
　□学術研究・専門・技術サービス業　□宿泊業・飲食サービス業
　□生活関連サービス業・娯楽業　□医療・福祉　□教育・学習支援業
　□複合サービス事業　☑公務　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2
フリガナ ミズナミ　ケイコ

生年
月日

1990 年 9

記載者連絡先 0572

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合が
あります。

項目 記載欄

電話番号 0572

担当者名 総務部秘書課　担当：瑞浪

68

68

2111

2111（内000）

事業所名 瑞浪市役所

代表者名 瑞浪市長　水野光二

所在地 瑞浪市上平町１－１

令和7年度様式

就労証明書

瑞浪市福祉事務所長

西暦 2024 10 10

連絡先

☑無期
□有期

期　間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 月間 時間

主な就労時間帯・
シフト時間帯

6

就労日数 月間

雇用(予定)期間等 2014

右
上
欄
と
違
う
場
合

週間 日

記入例
※保護者の記入欄は、裏面の点線以下「保護

者記載欄」のみです。

固定就労もしくは、

変則就労のどちら

かを記載してくだ



 

- 16 - 

年 年 年

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

11 年 月 日

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13

14 □ □ □ □

15 □ □ ☑

16 □ □ ☑

17 ～

18

（※事業者証明欄はここまで）

ｋｍ 分

年 月 日

年 月 日

年 月 日

通勤手段

通勤距離

□電車・バス　　自宅の最寄（　　　　　　　）　就労先の最寄（　　　　　　　）
□徒歩・自転車のみ　　☑自動車　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

10 10

※就労証明書様式の記載要領は当BOOKの「記載要領」シートを参照してください。

☑子　□その他（　　　　　　　　）

施設・事業所等の利用状況等 　　　☑利用中　　□申込み中　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

児童名 生年月日 本人との続柄

児童名 瑞浪　恵美 生年月日 R2 3 3 本人との続柄

□子　□その他（　　　　　　　　）

施設・事業所等の利用状況等 　　　□利用中　　□申込み中　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

児童名 瑞浪　花子 生年月日 R3 11 1 本人との続柄 ☑子　□その他（　　　　　　　　）

施設・事業所等の利用状況等 　　　□利用中　　☑申込み中　　（　　瑞浪幼児園　　　　　　　　　　　　　）

2026

主な就労時間帯
・シフト時間帯

9 0 15

備考欄
育児休業取得可能期間満了のため、育児休業延長不可。時短勤務は年度内に変更の可能
性があります。

保護者記載欄

未定

有 可（予定） 否

有 可（予定） 否

年 月 日 年

9
育児休業の取得

※取得予定を含む

□取得予定　　☑取得中　　□取得済み

期間 2022 1 1 ～

8
産前･産後休業の取得

※取得予定を含む

□取得予定　　□取得中

期間 ～

通勤時間

10 産休・育休以外の取得

□取得予定　　□取得中　　□取得済み

期間 ～

45

保育士資格等
資格・免許取

得状況
□保育士資格　　□幼稚園教諭免許

瑞浪市保育士等としての
現在の勤務実態の有無

□有　□無

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無
※取得予定を含む

☑取得予定　　□取得中 期間

通勤時間
※自宅から勤務先まで

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、時間
数に休憩・残業時間を含む

年月 2025 4 月 年月 月

22 日/月 132 時間 20 日/月 120 時間 21

2025

（雇用契約の）満了後の更新
の有無

入所内定児育休短縮
可否

育休延長可否

単身赴任期間
（予定を含む）

有（予定）有 無

2025

復職（予定）年月日 ☑復職予定　□復職済み

2025

月 日

5 月 年月 2025 6

日/月 126 時間

    ※実績がない場合は、見込みを含め３か月分を必ずご記載ください

2025 4 1

60

3 31

３か月の実績（または

見込み）は必ずご記載

ください
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【就労証明書（簡易版）】記載要領（抜粋）※詳細な要領は HP をご覧ください。 

●証明書を発行する事業所に関する項目 

担当者名／記

載者連絡先 

〇証明書の内容について、自治体から事務的な連絡を受ける場合の担当者名および電話番号

を記載してください。 

●就労証明書に関する項目 

No.３： 

雇用(予定)期

間等 

○雇用期間について「□無期」か「□有期」にチェック（レ点記入）してください。 

○雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載

してください。 

No.5： 

就労先事業所

名 

○右上欄に記載の事業所名（証明書発行事業所名）と異なる場合は本人が実際に働いている事

業所の名称を記載してください。 

No.６： 

就労時間 

（固定就労の

場合 

○「月・火・水・木・金・土・日・祝日」のうち、通常の就労日について該当する項目にチェ

ック（レ点記入）してください。［複数選択可］ 

○就労の合計時間（月間）を記載してください。 

 ※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時間勤務制

度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。 

※雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、４（週）を乗じた時間、年当たりの就労時

間の場合は 12（月）で除した時間を記載してください。 

 ※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。 

 ※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。 

○一月当たり、一週当たりの就労日数についても上記と同様です。 

○就労時間帯は、「24 時間表記」で記載してください。 

 ※夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29 時の幅（例えば 22 時から翌朝５時まで就労する場合は

「22 時 00 分～29 時 00 分」）で記載してください。 

○平日、土曜、日祝毎に就労時間時間帯を記載してください。 

 ※平日、土曜、日祝のいずれか就労がない場合は空欄で結構です。 

No.６： 

就労時間（変

則勤務） 

○日々の就労時間が定められていない就労者について、雇用契約に基づく就労時間を記載して

ください。 

○主な就労時間帯・シフト時間帯について、最も可能性の高い（勤務回数の多い）時間帯を記

載してください。 

 ※雇用契約上、コアタイム等の定めがない場合も、想定される最も標準的な時間帯を記載するようにし

てください。 

 ※シフト勤務の場合は、市区町村による保育の必要性認定に必要となる場合のみ、シフト表の追加提出等

を求める場合がありますので御承知おきください。 

No.７： 

就労実績 

※日数に有給

休暇を含み、

時 間 数 に 休

憩・残業時間

を含む 

○直近３か月の１か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児

休業等により直近３ヶ月において１月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の（産休・

育休等取得月を除いた）就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今

後の就労見込みを記載してください。 

 ※有給休暇の取得日は就労日数に含め、残業時間は就労時間数に含めてください。 

 ※休憩時間（就業規則等で定められている休憩時間に限る。）は就労時間数に含めてください。 

 ※育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績（実際に当該月に勤

務した実績）を記載してください。 

No.８～１２、１７について、証明日現在に終了日が確定していない場合でも、終了予定日を記載してください。 

No.18： 

備考 

○No.６に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例（就業規則上の就労時間帯の 15 分前に

出勤しなければならない等）等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨、

この欄に記載してください。 

○その他特記事項があれば、この欄に記載してください。 

保 護 者 記 入

欄：通勤時間 

通勤時間については、保育の必要量の認定のために必要な事項ですので、必ずご記載ください。

また、過剰な時間となっている場合は、こども家庭課から確認または修正させていただきます。 
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          瑞浪市上平町 1 丁目 1 番地 

 

          ミ ズ  ゛ ナ ミ  イ チ ロ ウ 

瑞浪  一郎 

十六    瑞浪 0 1 5 3 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       瑞浪 一郎     一色幼児園   瑞浪 花子   ４ 

  

記 入 例 
（十六銀行・大垣共立銀行・東濃信用金庫・陶都信用農業協同組合） 

（0572） 
68-2111 

印 

口座名義人は 
父母どちらでも良い 

入園申込書の一番上に書い

た保護者と同じ方 

複数名いるときは全員の名前を書いてください 

※兄弟で別々の口座を指定することはできません。 

未満児クラス入園希望者 (18、19 ページの書類どちらかを金融機関へ提出) 
※中京こども園、もりの愛保育園、まんまる保育園、中京けいめい保育園、マカナ保育園を除く。 
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       瑞浪 太郎 

      瑞浪市上平町１丁目 1 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

          瑞浪 太郎 

        瑞浪市上平町１丁目 1

記 入 例 
（ゆうちょ銀行・郵便局） 

２・３・１ 
ミズナミ タロウ 

（0572）68-2111 
印 

509   612２ 

ミズナミ タロウ 

509   612２ 

瑞浪幼児園 

口座名義人は 
父母どちらでも良い 

入園申込書の一番上に書い

た保護者と同じ方 

18・19 頁の口座振替の登録用紙は入園関係書類の封筒には
入っていません。原則、11 月のお申し込み時にお渡ししま
すので、内定後 3 月末までに各金融機関にご提出ください。 
※様式は市内の各金融機関にもございます。 



 

 

 


